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１．事業計画の概要 

1.1 事業者の氏名及び住所 

事業者の名称：神戸市 

事業者の住所：兵庫県神戸市中央区加納町 6-5-1 

代表者の氏名：神戸市長 久元 喜造 

 

1.2 対象事業の名称 

（仮称）西神戸ゴルフ場を転活用した産業団地整備事業 

 

1.3 対象事業の種類・位置・規模及び目的 

1.3.1 事業の種類 

工業団地及び流通業務団地の造成 

 

1.3.2 事業実施区域の位置 

兵庫県神戸市西区押部谷町木見（図 1.3-1及び図 1.3-2参照） 

 

1.3.3 事業の規模 

全体面積：約 100ha 

 

図 1.3-1 事業実施区域の位置（広域） 
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図 1.3-2 事業実施区域の位置 

本図は神戸市発行の DM データを加工して作成 
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1.3.4 事業の目的 

(1) これまでの産業団地の整備の経緯 

神戸市は、1868 年の神戸開港から近代的港湾都市へと歩みだし、良好な社会的・自然的条件

に恵まれた国際港湾都市として発展してきた。海と六甲山系に挟まれた東西にのびる既成市街地

に人口と産業の大部分が集中していたため、1960 年代の高度経済成長期を契機に、臨海部と内

陸部で計画的・効率的に住宅・産業団地の供給を進めてきた。 

臨海部においては、ポートアイランドや六甲アイランド、ポートアイランド第 2 期、神戸空港

の整備を進め、神戸港の貨物量の増大と、輸送の技術革新に対応した港湾機能のみならず、国際

的な情報・文化の交流拠点となる都市空間づくりや産業用地の供給に取り組んできた。 

内陸部では、住宅・産業需要に応えるため、住宅団地のほか、神戸流通センターやハイテクパ

ーク、サイエンスパーク、西神インダストリアルパーク、神戸テクノ・ロジスティックパークと

いった産業団地を整備し、産業基盤の強化と市内経済の活性化をめざして取り組みを進めてき

た。 

近年、本市の産業団地の分譲は堅調に推移しており、物流施設用地は完売し、製造工場用地も

残り少なくなっており、神戸テクノ・ロジスティックパーク及びサイエンスパークの合計約

4.2ha（令和 4 年 12 月末現在）で誘致を進めている（テクノ・ロジスティックパーク：3.4ha、サ

イエンスパーク：0.8ha）。 

 

 

図 1.3-3神戸市における産業団地の整備状況 
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(2) 産業用地の需要動向 

近年、電子商取引（EC）市場が急拡大しているほか、ネットを利用した個人間売買の増加に伴

う宅配便取扱個数の急増やコンビニエンスストアの出店拡大などにより、物流施設の供給件数は

増加傾向にある。また、保管型の倉庫のみならず集配送や流通加工を含めた施設の複合化・高度

化が進んでいるほか、大型の物流施設が増加している。 

神戸市においても、産業用地の需要は、コロナ禍においても投資を希望する物流事業者や、工

場等の建替え時期を迎えた製造事業者からの引き合いが続いており、将来的な用地需要が見込ま

れる状況にある。 

さらに、生産年齢人口の減少による労働力不足への対応など、地域経済の持続可能な成長に資

する物流・製造基盤を整備するため、AI、IoT の活用による効率化や、無人搬送車（AGV）や自動倉

庫等の導入のほか、SDGs（持続可能な開発目標）の視点を踏まえ、クリーンエネルギーを活用し

た産業用地の供給が急務となっている。 

 

(1) 西神戸ゴルフ場の立地特性 

1) 基本計画等における位置付け 

神戸市第 5次基本計画及び都市計画マスタープランにおいて、産業集積を促進する「内陸新産

業エリア」内に位置している。 

2) 周辺産業団地との連携による相乗効果 

事業実施区域は、市街地中心部から西北西に約 12km、西神ニュータウンより東へ約 4km に位

置し、神戸電鉄粟生線木津駅に隣接する神戸テクノ・ロジスティックパークに隣接しており、周

辺産業団地との連携による用地活用の相乗効果が期待できる。 

3) 交通利便性 

神戸西インターチェンジに近接し、神戸淡路鳴門自動車道や山陽自動車道等の広域幹線ネット

ワークを経て、全国に広がる広域幹線網に直結した立地特性を有している。 

4) 既存インフラの転活用による環境負荷の低減及び迅速な産業用地の供給 

敷地の大半が市有地であり、一定規模のまとまった用地（約 100ha）が確保できる。また、ゴル

フ場として一定開発が既に行われていることから、新たに山林を広く切り開くといった造成開発

を行う必要はなく、環境負荷の低減が図られるとともに、工期短縮により迅速な用地供給が可能

である。 

 

以上のことから、西神戸ゴルフ場を新たな産業用地として転活用するものである。 
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図 1.3-4 事業実施区域及びその周囲の現況 
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1.4 対象事業の内容 

1.4.1 土地利用計画 

本事業の土地利用計画の概要は、表 1.4-1及び図 1.4-1に示すとおりである。 

事業実施区域（103.6ha）のうち、工業団地用地（23.6ha）、流通業務団地用地（23.4ha）、計画

道路（7.4ha）、法面・緑地（17.0ha）を造成するほか、防災施設として、洪水調整池（3.3ha）を設置する

計画である。 

なお、事業実施区域周縁部に存在する残地森林（26.6ha）、既設道路（1.8ha）及びため池

（0.5ha）は残し、造成によって新たに出現する法面や造成地は、積極的に緑化を行う予定として

いる。 

表 1.4-1 土地利用計画の概要 

利用区分 面積 比率 

工業団地用地 23.6ha 22.8％ 

流通業務団地用地 23.4ha 22.6％ 

計画道路 7.4ha 7.1％ 

法面・緑地 17.0ha 16.4％ 

洪水調整池 3.3ha 3.2％ 

残地森林 26.6ha 25.7％ 

既設道路 1.8ha 1.7％ 

ため池 0.5ha 0.5％ 

合計 103.6ha 100.0％ 

 

1.4.2 供用時の交通計画 

施設関係車両の走行ルートは、図 1.4-2に示すとおりである。 

施設関係車両の走行ルートは、神戸三木線（バイパス）及び小部明石線を通行し、事業実施区域

に入る計画である。 
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図 1.4-1 土地利用計画平面図 

本図は神戸市発行のＤＭデータを加工して作成 
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図 1.4-2 施設関係車両の走行ルート 

本図は電子地形図 25,000（国土地理院）を加工して作成 
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1.4.3 工事計画 

(1) 工事計画の概要 

工事の初期段階では、伐開・除根等の準備工事やゴルフ場施設の撤去工事を行い、その後、切土・盛

土工等の土工事、仮設沈砂池や洪水調整池設置等の防災工事・調整池工事、法面整形や緑化等の

法面工事、法面排水工事を行う計画である。 

その後、一定区画ごとに雨水排水管や汚水排水管を敷設する下水道工事や宅地内の排水工事、団地

内道路の設置や団地外道路に接続する道路工事・擁壁工事を行い、宅地造成を完了する計画であ

る。宅地造成が完了した区画から分譲し、進出する事業者による建築工事が行われる計画であ

る。 

 

(2) 工事工程 

工事工程の概要は、表 1.4-2に示すとおりである。 

工事は令和６年度から開始し、令和 14年度に完了する計画である。 

令和６年度から令和９年度までは、準備工事や構造物撤去工事、土工事、防災工事・調整池工

事、法面工事等を行う。また、令和８年度からは道路工事・擁壁工事や下水道工事等を併行し、

令和 11年度までに宅地造成を完了する計画である。 

また、宅地造成が完了した区画では、令和９年度以降に、進出する事業者が行う建築工事の開

始を見込んでいる。 

なお、工事は原則として、月曜日～金曜日の８時～18時の時間帯に実施する計画である。 

表 1.4-2 工事工程 

 
注）関連施設工は農業用水施設工、消火施設工等を示す。 

 

(3) 工事関係車両の運行計画 

工事関係車両の走行ルートは、図 1.4-3に示すとおりである。 

工事関係車両の走行ルートは、神戸三木線（バイパス）及び小部明石線を通行し、神戸三木線

（旧道）から事業実施区域に入るルートを計画している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和１３年度 令和１２年度 令和１１年度 令和１０年度       



 

1-10 

 

図 1.4-3 工事関係車両の走行ルート 

本図は電子地形図 25,000（国土地理院）を加工して作成 
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1.5 環境保全措置 

1.5.1 環境に影響を及ぼす行為等と環境要素との関連 

環境影響評価書においては、大気質、騒音、振動、水質、地形・地質、植物、動物、生態系、人

と自然との触れ合い活動の場、景観、文化環境、廃棄物等、地球温暖化及びその他（地域交通）の 14

項目を選定し、調査及び予測・評価を行った。環境に影響を及ぼす行為等とこれらの環境要素の関

連表は、表 1.5-1に示すとおりである。 

表 1.5-1 行為等と環境要素との関連表 

行為等の区分 

 

 

 

 

 

 

環境要素の区分 

工 事 存在・供用 

樹

木

の

伐

採 

土

工

事

・

建

設

工

事

等 

工

事

関

係

車

両

の

走

行 

施

設

の

存

在 

施

設

の

稼

働 

施

設

関

係

車

両

等

の

走

行 

大気質 
二酸化窒素（NO2）、浮遊粒子状物質（SPM）  ○ ○  ○ ○ 

粉じん  ○     

 

騒音・低周波音 

建設作業騒音  ○     
施設騒音     ○  
道路交通騒音   ○   ○ 

施設低周波音       
 

振動 

建設作業振動  ○     
施設振動     ○  
道路交通振動   ○   ○ 

悪臭 特定悪臭物質、臭気濃度       
水質 浮遊物質量（SS）  ○     
底質        
地下水質        
土壌        
地形・地質 土地の安定性の変化の程度  ○     
地盤        
日照        
風害        
植物 植生・植物相 ○ ○  ○   
動物 動物相 ○ ○  ○   
生態系 上位性・典型性・特殊性の代表種､種多様性 ○ ○  ○   
人と自然との触 
れ合い活動の場 

 
 ○  ○   

景観 景観構成要素、可視特性    ○   
文化環境 指定文化財、埋蔵文化財等  ○     
廃棄物等 建設廃棄物、産業廃棄物 ○ ○     
地球温暖化 温室効果ガス（二酸化炭素） ○ ○   ○  
オゾン層破壊 特定フロン等       
その他 地域交通   ○   ○ 

注）◯：環境影響評価項目として選定した項目 
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1.5.2 事前・工事中の環境保全措置 

(1) 大気質に係る環境保全措置 

・排出ガス対策型建設機械の採用 

・建設機械の整備・点検 

・建設機械の取り扱いの教育・指導 

・工事関係車両の集中回避 

・工事関係車両の整備・点検 

・工事関係車両の運転の教育・指導 

・散水の実施 

・造成箇所の早期転圧 

 

(2) 騒音に係る環境保全措置 

・低騒音型建設機械の採用 

・建設機械の整備・点検 

・建設機械の取り扱いの教育・指導 

・工事関係車両の集中回避 

・工事関係車両の整備・点検 

・工事関係車両の運転の教育・指導 

 

(3) 振動に係る環境保全措置 

・低振動型建設機械の採用 

・建設機械の整備・点検 

・建設機械の取り扱いの教育・指導 

・工事関係車両の集中回避 

・工事関係車両の整備・点検 

・工事関係車両の運転の教育・指導 

 

(4) 水質に係る環境保全措置 

・仮設沈砂池等の設置 

・造成箇所の早期転圧 

 

(5) 地形・地質に係る環境保全措置 

・地形及び地質の詳細調査に基づく工事計画の策定 

・地すべり対策工等の採用 

・適切な盛土の施工計画 
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(6) 植物に係る環境保全措置 

・生育地の改変の回避 

〔保全対象：ハコネシダ（神戸市ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ【ランクＣ】）、 

クルマシダ（兵庫県ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ【ランクＡ】、神戸市ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ【ランクＡ】）〕 

・施工時の配慮（保全対象：植物相全般） 

・緑化（保全対象：植物相全般） 

・移植及び播種（詳細は、表 1.5-2参照） 

〔保全対象：アマナ、エビネ、ギンラン、ヒメイタビ、テイショウソウ、ノニガナ〕 

表 1.5-2(1) 保全対象の移植及び播種の計画 

対象種 アマナ エビネ ギンラン 

重要種

の指定 

・神戸市レッドリスト【Ｂランク】 ・環境省レッドリスト【ＮＴ】 

・兵庫県レッドリスト【Ｃランク】 

・神戸市レッドリスト【Ｃランク】 

・兵庫県レッドリスト【Ｃランク】 

・神戸市レッドリスト【Ｃランク】 

時期 
【移植】 

生育箇所改変前までの適期 

【移植】 

生育箇所改変前までの適期 

【移植】 

生育箇所改変前までの適期 

場所 事業実施区域内の非改変区域及び事業実施区域周辺の対象種の生育環境と類似する環境 

方法 
【移植】 

改変区域内の生育個体をスコップ等で周囲の土壌ごと掘り取り、ポット等に移した上で

移植先に運搬し、植え付ける。 

表 1.5-2(2) 保全対象の移植及び播種の計画 

対象種 ヒメイタビ テイショウソウ ノニガナ 

重要種

の指定 

・神戸市レッドリスト【Ｃランク】 ・兵庫県レッドリスト【Ｃランク】 

・神戸市レッドリスト【Ｃランク】 

・兵庫県レッドリスト【Ｃランク】 

・神戸市レッドリスト【Ｃランク】 

時期 

【挿し木栽培】 

生育箇所改変までの適期 

【移植】 

生育箇所改変前までの適期 

【移植】 

生育箇所改変前までの適期 

【種子採取】 

生育箇所改変前までの適期 

【播種】 

生育箇所改変前までの適期 

場所 事業実施区域内の非改変区域及び事業実施区域周辺の対象種の生育環境と類似する環境 

方法 

【挿し木栽培】 

改変区域内の生育個体から

挿し木用の枝を採取し、ポ

ット等で移植時まで栽培す

る。 

【移植】 

栽培した苗及び改変区域内

の生育個体をスコップ等

で周囲の土壌ごと根株を掘

り取り、ポット等に移した

上で移植先に運搬し、植え

付ける。 

【移植】 

改変区域内の生育個体をス

コップ等で周囲の土壌ごと

掘り取り、ポット等に移し

た上で移植先に運搬し、植

え付ける。 

【種子採取】 

改変区域内の生育個体から

種子を採取し、クリーニン

グ・乾燥後、真空パックで

冷蔵保存する。 

【播種】 

種子と播種用土を混合した

ものを播種先に播き出す。 

注）重要種の選定基準は、表 1.5-3 参照 
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表 1.5-3 重要な植物種の選定基準 

番号 法律及び文献名等 選定基準のカテゴリー 

① 

「文化財保護法」 
（昭和 25年 5月 30 日法律第 214 号） 

特別：国指定の特別天然記念物 
国：国指定の天然記念物 

「兵庫県文化財保護条例」 
（昭和 39年 4月 1 日兵庫県条例第 58 号） 

県：県指定の天然記念物 

「神戸市文化財の保護及び文化財等を取り
巻く文化環境の保全に関する条例」 

（平成 9 年 3 月 31 日神戸市条例第 50 号） 
市：市指定の天然記念物 

② 
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保

存に関する法律」（平成 4 年 6 月 5
日法律第 75 号） 

国内：国内希少野生動植物種 
第一：特定第一種国内希少野生動植物種 
第二：特定第二種国内希少野生動植物種 
緊急：緊急指定種 

③ 
「神戸市生物多様性の保全に関する条例」 
（平成 29年 10 月 10 日神戸市条例第 7 号） 

市指：神戸市指定野生動植物種 

④ 
「環境省レッドリスト(2020)」 

（令和 2 年、環境省） 

EX：絶滅 
EW：野生絶滅 
CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類 
CR：絶滅危惧ⅠA 類 
EN：絶滅危惧ⅠB 類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 
NT：準絶滅危惧 
DD：情報不足 
LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

⑤ 
「兵庫県版レッドデータブック 2020 

（植物・植物群落）」（令和 2 年、
兵庫県） 

【維管束植物】 

EX：絶滅 
兵庫県内での確認記録、標本があるなど、かつては生

育していたと考えられるが、兵庫県では近年、
現存が確認できなかった種。 

EW：野生絶滅 
飼育・栽培下又は自然分布域の明らかに外側で野生化

した状態でのみ存続している種。 

A ：A ランク 

兵庫県内において絶滅の危機に瀕しており、緊急の保
全対策、厳重な保全対策の必要な種。環境省レ
ッドデータブックの絶滅危惧 IA類に相当。県
内個体群数 1～3 程度である種又は過去 10 年間
で急激な個体数の減少が見られる種。 

B ：B ランク 

兵庫県内において絶滅の危険が増大しており、極力生
育環境、自生地などの保全が必要な種。環境省
レッドデータブックの絶滅危惧 IB 類に相当。
県内個体群数 4～10 程度である種。 

C ：C ランク 

兵庫県内において存続基盤が脆弱な種。環境省レッド
データブックの絶滅危惧 II 類と準絶滅危惧の
一部に相当。県内個体群数 11～25 程度である
種。 

調：要調査種 

本県での生育の実態について、近年の分布情報の不足
や分類学的再検討が必要なため現時点では評価
できないが、今後の調査によってはレッドリス
ト掲載となる可能性のある種。環境省レッドデ
ータブックの情報不足に相当。 

⑥ 

「神戸の希少な野生動植物－神戸版レッド

データ 2020－」（令和 3 年、神戸

市） 

今：今見られ
ない 

神戸市内での確認記録、標本があるなど、かつては
生息・生育していたと考えられるが、現在は
見られなくなり、生息・生育の可能性がない
と考えられる種 

A :A ランク 
神戸市内において絶滅の危機に瀕している種など、

緊急の保全対策、厳重な保全対策が必要な
種） 

B :B ランク 
神戸市内において絶滅の危機が増大している種な

ど、生息・生育環境、自生地などの保全が必
要な種） 

C :C ランク 
神戸市内において存続基盤が脆弱な種。極力、生

息・生育環境、自生地などの保全が必要な種 

調:要調査 

神戸市内での生息・生育の実態がほとんどわからな
いことなどにより、現在の知見では貴重性の
評価ができないが、今後の調査によっては貴
重種となる可能性のある種 

注）「環境の保全と創造に関する条例」（平成7年7月18日兵庫県条例第28号）では、指定された野生動植物種がな

いため、選定基準としていない。  
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(7) 動物に係る環境保全措置 

・生息地の改変の回避 

〔保全対象：ミゾゴイ（環境省ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ【ＶＵ】、兵庫県ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ【ランクＡ】、神戸市ﾚｯﾄﾞ

ﾘｽﾄ【ランク繁殖Ａ】）〕 

・施工時の配慮（保全対象：動物相全般） 

・緑化（保全対象：動物相全般） 

・濁水の流出防止（保全対象：鳥類、両生類、魚類、水生昆虫類、底生動物） 

・生息・繁殖環境の整備及び移設（詳細は表 1.5-4参照） 

〔保全対象：両生類（セトウチサンショウウオ、ニホンヒキガエル、アカガエル属、モリア

オガエル）〕 

表 1.5-4(1) 保全対象の生息・繁殖環境の整備及び移設の計画 

対象種 セトウチサンショウウオ ニホンヒキガエル 

重要種

の指定 

・種の保存法【第二】 

・環境省レッドリスト【ＶＵ】 

・兵庫県レッドリスト【Ｂランク】 

・神戸市レッドリスト【Ｂランク】 

・兵庫県レッドリスト【Ｃランク】 

・神戸市レッドリスト【Ｃランク】 

時期 

【整備】 

既存繁殖地改変前 

【移設】 

生息・繁殖環境整備後かつ既存繁殖地改変

前までの繁殖期 

【移設】 

生息・繁殖環境整備後かつ既存繁殖地改変前

までの繁殖期 

場所 事業実施区域内の非改変区域 

方法 

【整備】 

水源が確保可能な事業実施区域内の非改変区域において、既存繁殖地改変前に湿地を整

備する。 

【移設】 

改変区域の生息地において、対象種の繁殖期に卵塊を採集し、整備した生息・繁殖環境

に移設する。移設作業時に幼生、幼体または成体が確認された場合は、タモ網等を用い

て採捕し、併せて整備した生息・繁殖環境に移設する。 

注）重要種の選定基準は、表 1.5-5 参照 
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表 1.5-4(2) 保全対象の生息・繁殖環境の整備及び移設の計画 

対象種 アカガエル属 モリアオガエル 

重要種

の指定 

・兵庫県レッドリスト【Ｃランク】 

・神戸市レッドリスト【Ｃランク】 

※上記はニホンアカガエルの指定状況 

・兵庫県レッドリスト【Ｂランク】 

・神戸市レッドリスト【Ｂランク】 

時期 

【整備】 

既存繁殖地改変前 

【移設】 

生息・繁殖環境整備後かつ既存繁殖地改変

前までの繁殖期 

【移設】 

生息・繁殖環境整備後かつ既存繁殖地改変前

までの繁殖期 

場所 事業実施区域内の非改変区域 

方法 

【整備】 

水源が確保可能な事業実施区域内の非改変区域において、既存繁殖地改変前に湿地を整

備する。 

【移設】 

改変区域の生息地において、対象種の繁殖期に卵塊を採集し、整備した生息・繁殖環境

に移設する。移設作業時に幼生、幼体または成体が確認された場合は、タモ網等を用い

て採捕し、併せて整備した生息・繁殖環境に移設する。 

注）重要種の選定基準は、表 1.5-5 参照 
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表 1.5-5 重要な動物種の選定基準 

番号 法律及び文献名等 選定基準のカテゴリー 

① 

「文化財保護法」 
（昭和 25年 5月 30 日法律第 214 号） 

特別：国指定の特別天然記念物 
国：国指定の天然記念物 

「兵庫県文化財保護条例」 
（昭和 39年 4月 1 日兵庫県条例第 58 号） 

県：県指定の天然記念物 

「神戸市文化財の保護及び文化財等を取り
巻く文化環境の保全に関する条例」 

（平成 9 年 3 月 31 日神戸市条例第 50 号） 
市：市指定の天然記念物 

② 
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保

存に関する法律」（平成 4 年 6 月 5
日法律第 75 号） 

国内：国内希少野生動植物種 
第一：特定第一種国内希少野生動植物種 
第二：特定第二種国内希少野生動植物種 
緊急：緊急指定種 

③ 
「神戸市生物多様性の保全に関する条例」 
（平成 29年 10 月 10 日神戸市条例第 7 号） 

市指：神戸市指定野生動植物種 

④ 
「環境省レッドリスト(2020)」 
（令和 2 年、環境省） 

EX:絶滅 
EW:野生絶滅 
CR+EN:絶滅危惧Ⅰ類 
CR:絶滅危惧ⅠA 類 
EN:絶滅危惧ⅠB 類 

VU:絶滅危惧Ⅱ類 
NT:準絶滅危惧 
DD:情報不足 
LP:絶滅のおそれのある地域個体群 

⑤ 

「兵庫県版レッドリスト 2017（哺乳類・爬
虫類・両生類・魚類・クモ類）」 
（令和 2 年、兵庫県） 

「兵庫県版レッドリスト 2014（貝類・その
他無脊椎動物）」（平成 25 年、兵庫
県） 

「兵庫県版レッドリスト 2013（鳥類）」 
（平成 24 年、兵庫県） 

「兵庫県版レッドリスト 2012（昆虫類）」 
（平成 23 年、兵庫県） 

EX:絶滅 

A :A ランク 環境省レッドデータブックの絶滅危惧Ⅰ類に相当 

B :B ランク 環境省レッドデータブックの絶滅危惧Ⅱ類に相当 

C :C ランク 環境省レッドデータブックの準絶滅危惧に相当 

注:要注目種 最近減少が著しい種、優れた自然環境の指標となる種な
どの貴重種に準ずる種 

地:地域限定
貴重種 

兵庫県全域で見ると貴重とはいえないが、県内の特定の
地域においては A、B、C、要注目のいずれかのラ
ンクに該当する程度の貴重性を有する種であると
ともに、「学術的に特に貴重とみなされる個体
群」、「生物地理学的に重要な意味を持つ個体
群」、「保全上重要な単位とみなされる個体群」
として識別される種 

調:要調査種 環境省レッドデータブックの情報不足に相当 

⑥ 
「神戸の希少な野生動植物－神戸版レッド

データ 2020－」（令和 3 年、神戸
市） 

今:今見られ
ない 

神戸市内での確認記録、標本があるなど、かつては生
息・生育していたと考えられるが、現在は見られ
なくなり、生息・生育の可能性がないと考えられ
る種 

A :A ランク 
神戸市内において絶滅の危機に瀕している種など、緊急

の保全対策、厳重な保全対策が必要な種 

B :B ランク 
神戸市内において絶滅の危機が増大している種など、生

息・生育環境、自生地などの保全が必要な種 

C :C ランク 
神戸市内において存続基盤が脆弱な種。極力、生息・生

育環境、自生地などの保全が必要な種 

調:要調査 

神戸市内での生息・生育の実態がほとんどわからないこ
となどにより、現在の知見では貴重性の評価がで
きないが、今後の調査によっては貴重種となる可
能性のある種 

注）「環境の保全と創造に関する条例」（平成 7 年 7月 18 日兵庫県条例第 28 号）では、指定された野生動植物種が

ないため、選定基準としていない。 
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(8) 生態系に係る環境保全措置 

・生息地の改変の回避 

〔保全対象：ミゾゴイ（環境省ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ【ＶＵ】、兵庫県ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ【ランクＡ】、神戸市ﾚｯﾄﾞ

ﾘｽﾄ【ランク繁殖Ａ】）〕 

・施工時の配慮（保全対象：植物相全般、動物相全般） 

・緑化（保全対象：植物相全般、動物相全般） 

・改変面積の縮小（保全対象：植物相全般、動物相全般） 

・濁水の流出防止（保全対象：鳥類、両生類、魚類、水生昆虫類、底生動物） 

・生息・繁殖環境の整備及び移設（詳細は表 1.5-4参照） 

〔保全対象：セトウチサンショウウオ〕 

(9) 人と自然との触れ合い活動の場に係る環境保全措置 

・施工時の配慮 

・緑化 

(10) 景観に係る環境保全措置 

・緑化 

(11) 文化環境に係る環境保全措置 

・施工時の配慮 

(12) 廃棄物等に係る環境保全措置 

・伐採樹木の再資源化の促進 

・廃棄物の適正処理 

・残土の再利用 

・廃棄物の分別による再資源化等の促進 

(13) 地球温暖化に係る環境保全措置 

・緑化の推進 

・低燃費型建設機械等の採用 

・建設機械の取り扱いの教育・指導 

・建設機械の整備・点検 

(14) その他（地域交通）に係る環境保全措置 

・工事関係車両の集中回避 

・走行時間帯の管理 

・通勤車両の抑制 

・一部走行ルートの限定 

・工事関係車両の走行ルート及び走行時間の厳守 

・工事関係車両の運転の教育・指導 

・交通誘導員による工事関係車両等の誘導 

・工事計画の周知徹底 
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1.5.3 供用後の環境保全措置 

(1) 大気質に係る環境保全措置 

・進出事業者への法令等遵守の要請 

・進出事業者への低公害施設及び高効率施設の設置要請 

・進出事業者への運行管理の要請 

・進出事業者への通勤車両低減の要請 

・進出事業者への施設関係車両の整備・点検の要請 

・進出事業者への運転手の教育・指導の要請 

 

(2) 騒音に係る環境保全措置 

・進出事業者への法令等遵守の要請 

・進出事業者への低騒音型設備機器や防音施設の設置要請 

・進出事業者への運行管理の要請 

・進出事業者への通勤車両低減の要請 

・進出事業者への施設関係車両の整備・点検の要請 

・進出事業者への運転手の教育・指導の要請 

 

(3) 振動に係る環境保全措置 

・進出事業者への法令等遵守の要請 

・進出事業者への低振動型設備機器や防振施設の設置要請 

・進出事業者への運行管理の要請 

・進出事業者への通勤車両低減の要請 

・進出事業者への施設関係車両の整備・点検の要請 

・進出事業者への運転手の教育・指導の要請 

 

(4) 植物に係る環境保全措置 

・緑化（保全対象：植物相全般） 

 

(5) 動物に係る環境保全措置 

・緑化（保全対象：動物相全般） 

 

(6) 生態系に係る環境保全措置 

・緑化（保全対象：植物相全般、動物相全般） 

  



 

1-20 

(7) 人と自然との触れ合い活動の場に係る環境保全措置 

・緑化 

・進出事業者への施設配置の要請 

・進出事業者へのデザイン等の要請 

 

(8) 景観に係る環境保全措置 

・緑化 

・進出事業者への施設配置の要請 

・進出事業者へのデザイン等の要請 

 

(9) 地球温暖化に係る環境保全措置 

・エネルギー消費量の低減 

・特定物質（温室効果ガス）排出抑制計画書及び措置結果報告書の提出 

・緑化の推進 

 

(10) その他（地域交通）に係る環境保全措置 

・進出事業者への運行管理の要請 

・進出事業者への通勤車両低減の要請 

・一般道での待機、路上駐車の防止 

・進出事業者への運転手の教育・指導の要請 

・進出事業者への走行ルートの厳守の要請 
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２．事後調査の実施内容 

事後調査計画の概要と令和６年度までの実施状況は、表 2.1-1に示すとおりであり、実施した項

目は「○」、実施しなかった項目は「－」で示している。 

なお、令和６年度は、建設機械の稼働に伴う影響が最大となる時期及び濁水の発生が最大となる

時期（土工事の最盛期）には該当しなかったことから、大気質、騒音、振動、水質、その他（地域

交通）の環境調査は実施していない。ただし、騒音（建設機械の稼働に伴う騒音）及び振動につい

ては、令和６年度に住居の近隣で伐開・除根等の準備工が実施されることから、近隣住民に配慮し

て令和６年度中で影響が最大となる時期に環境調査を実施した。 

表 2.1-1 事後調査計画の概要 

環境要素 環境調査 施設調査 

大気質 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 
・現地調査地点（1地点） 
・建設機械の稼働に伴う影響が最大となる時期に 1回 

― 工事中の環境保全
措置の実施状況 ○ 

建設機械の稼働に伴う粉じん（降下ばいじん） 
・予測地点（1地点） 
・建設機械の稼働に伴う影響が最大となる時期に 1回 

― 工事中の環境保全
措置の実施状況 ○ 

騒 音 

建設機械の稼働に伴う騒音 
・予測地点（1地点） 
・建設機械の稼働に伴う影響が最大となる時期に 1回 

○ 
工事中の環境保全
措置の実施状況 ○ 

工事関係車両の走行に伴う騒音 
・予測地点（3地点） 
・工事関係車両の走行に伴う影響が最大となる時期に 1回 

― 工事中の環境保全
措置の実施状況 

○ 

振 動 
建設機械の稼働に伴う振動 
・予測地点（1地点） 
・建設機械の稼働に伴う影響が最大となる時期に 1回 

○ 
工事中の環境保全
措置の実施状況 

○ 

水 質 
土工事に伴う濁水（浮遊物質量（ S S）） 
・予測地点（河川及びため池各 1地点） 
・濁水の発生が最大となる時期（土工事の最盛期）に 1回 

― 工事中の環境保全
措置の実施状況 ○ 

植 物 

移植及び播種対象種の生育状況 
・事業実施区域及びその周辺の移植及び播種箇所 
・移植及び播種後の各種の調査適期（花期・結実期） 

○ 

工事前の移植及び
播種の実施状況 
工事中の環境保全
措置の実施状況 

○ 

動 物 

事業実施区域周辺で繁殖の可能性がある猛禽類の繁殖状況 
・事業実施区域周辺で確認された古巣 
・工事前及び工事中の繁殖期 

○ 
工事中の環境保全
措置の実施状況 ○ 

生息・繁殖環境を整備した両生類の生息状況 
・生息・繁殖環境を整備した箇所 
・移設後の各種の調査適期（繁殖期） 

○ 
工事中の環境保全
措置の実施状況 ○ 

生態系 

事業実施区域周辺で繁殖の可能性がある猛禽類の繁殖状況 
・事業実施区域周辺で確認された古巣 
・工事前及び工事中の繁殖期 

○ 
工事中の環境保全
措置の実施状況 ○ 

生息・繁殖環境を整備した両生類の生息状況 
・生息・繁殖環境を整備した箇所 
・移設後の各種の調査適期（繁殖期） 

○ 
工事中の環境保全
措置の実施状況 ○ 

廃棄物等 ― ― 工事中の環境保全
措置の実施状況 ○ 

地球温暖化 ― ― 工事中の環境保全
措置の実施状況 ○ 

その他 
（地域交通） 

工事関係車両の走行に伴う地域交通 
・予測地点（8地点） 
・工事関係車両の走行に伴う影響が最大となる時期に 1回 

― 工事中の環境保全
措置の実施状況 

○ 

工事関係車両の走行に伴う歩行者等の安全 
・予測地点（主要な走行ルート沿道） 
・工事関係車両の走行に伴う影響が最大となる時期に 1回 

― 工事中の環境保全
措置の実施状況 ○ 
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また、事後調査において調査を行わない環境要素とその理由は表 2.1-2に示すとおりである。 

表 2.1-2 事後調査において調査を行わない環境要素とその理由 

環境要素 行 為 事後調査項目として選定又は非選定の理由 

大気質 

二酸化窒素 

（NO2） 

浮遊粒子状物質 

（SPM） 

工事関係車

両の走行 

工事関係車両の走行により、事業実施区域周辺への二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質の影響は小さいと考え

られることから、事後調査項目として選定しない。 

振動 道路交通振動 
工事関係車

両の走行 

工事関係車両の走行により、事業実施区域周辺への振

動の影響は小さいと考えられることから、事後調査項

目として選定しない。 

地形・地質 
土地の安定性の

変化の程度 

土工事・建設

工事等 

造成工事に伴う土地の改変により、事業実施区域周辺

の土地の安定性への影響は小さいと考えられること

から、事後調査項目として選定しない。 

人と自然との触れ合い活動

の場 

土工事・建設

工事等 

土工事・建設工事等により、事業実施区域周辺の人と

自然との触れ合い活動の場への影響は小さいと考え

られることから、事後調査項目として選定しない。 

文化環境 
指定文化財、埋

蔵文化財等 

土工事・建設

工事等 

土工事・建設工事等により、事業実施区域周辺の文化

環境への影響は小さいと考えられることから、事後調

査項目として選定しない。 
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３．工事の進捗状況 

(1) 工事着手年月日 

工事は、令和６年 12 月 16 日から実施している。 

 

(2) 進捗状況 

令和６年度から開始している工事は、予定どおり準備工事や構造物撤去工事、土工事、防災工

事・調整池工事を実施している。 

 

(3) 令和６年度の工事内容 

令和６年度は、伐開・除根等の準備工事やゴルフ場施設の撤去工事を行い、その後、切土・盛

土工等の一部の土工事と仮設沈砂池等の防災工事を実施した。 





 

4-1 

４．事後調査結果 

4.1 大気質 

4.1.1 大気質に関する環境調査 

(1) 調査内容 

調査内容は、表 4.1-1に示すとおりである。 

なお、令和６年度は、建設機械の稼働に伴う影響が最大となる時期には該当しなかったために

環境調査は実施しておらず、今後実施する予定である。 

表 4.1-1 工事中の環境調査（大気質） 

項 目 内      容 

調査項目 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒
子状物質 

建設機械の稼働に伴う粉じん（降下ばいじん） 

調査時期 建設機械の稼働に伴う影響が最大となる時期に 1 回 

調査場所 現地調査地点（事業実施区域近傍）注）：１地点
（図4.1-1参照） 

予測地点（事業実施区域境界線上かつ近傍に
住居が存在する地点）：１地点（図 4.1-1 参
照） 

調査方法 ・二酸化窒素 
「二酸化窒素に係る環境基準について」
（昭和 53 年 7 月 11 日環境庁告示第 38 
号）に定められた方法 

・浮遊粒子状物質 
「大気の汚染に係る環境基準について」
（昭和 48 年 5 月 8 日環境庁告示第 25 
号）に定められた方法 

「衛生試験法・注解」（日本薬学会編、2015 
年）に定められた方法 

注）予測地点には、測定機が設置可能な土地がないことから、現地調査地点での調査を計画しているが、予測地点

において現地調査が可能な場合には、予測地点にて調査を実施する。 

 

(2) 調査実施日 

令和６年度に調査は実施しておらず、今後実施する予定である。 

 

(3) 調査結果 

令和６年度に調査は実施しておらず、今後実施する予定である。 
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図 4.1-1 大気質調査地点 

本図は電子地形図 25,000（国土地理院）を加工して作成 
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4.1.2 大気質に関する施設調査 

(1) 調査内容 

調査内容は、表 4.1-2に示すとおりである。 

表 4.1-2 工事中の施設調査（大気質） 

項 目 内      容 

調査項目 工事中の以下の環境保全措置の実施状況  

・排出ガス対策型建設機械の採用 
・建設機械の整備・点検 
・建設機械の取り扱いの教育・指導 

・散水の実施 
・造成箇所の早期転圧 

調査時期 工事中の各年度 

調査場所 環境保全措置の実施範囲 

調査方法 工事関係資料及び現地調査により、環境保全措置の実施状況を確認する。 

 

(2) 調査結果 

施設調査の結果、工事中の環境保全措置として、排出ガス対策型建設機械の採用、建設機械の

整備・点検、建設機械の取り扱いの教育・指導、散水の実施、造成箇所の早期転圧を実施してい

る。 

  
排出ガス対策型建設機械の採用 建設機械の整備・点検 

  

  
建設機械の取り扱いの教育・指導 造成箇所の早期転圧 

図 4.1-2 大気質に関する環境保全措置の実施状況 

4.1.3 大気質に関する調査結果の検討 

令和６年度は、建設機械の稼働に伴う影響が最大となる時期には該当しなかったために環境調

査は実施しておらず、今後実施する予定となっている。 

一方、令和６年度は施設調査を実施しており、工事中の環境保全措置が適切に実施されている

ことを確認した。 

以上より、事業者として可能な限り環境影響の回避・低減が図られていると考えられる。 

令和 7 年 3 月 10 日 

令和 7 年 3 月 12 日 令和 7 年 3 月 14 日 

令和 7 年 3 月 24 日 
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4.2 騒 音 

4.2.1 騒音に関する環境調査 

(1) 調査内容 

調査内容は、表 4.2-1に示すとおりである。 

なお、騒音については、前述のとおり、建設機械の稼働に伴う騒音についての環境調査を実施

している。 

表 4.2-1 工事中の環境調査（騒音） 

項 目 内      容 

調査項目 建設機械の稼働に伴う騒音 工事関係車両の走行に伴う騒音 

調査時期 建設機械の稼働に伴う影響が最大となる
時期に１回 

工事関係車両の走行に伴う影響が最大とな
る時期に１回 

調査場所 予測地点（事業実施区域境界線上かつ
近傍に住居が存在する地点）：１地点（図
4.2-1参照） 

予測地点（走行ルートの道路端かつ近傍に
住居が存在している地点）：３地点（図
4.2-1参照） 
・神戸三木線（バイパス） 
・木見交差点付近 
・布施畑南交差点付近 

調査方法 JIS Z 8731「環境騒音の表示・測定方
法」及び「騒音に係る環境基準の評価
マニュアル（一般地域編）」（環境省、平
成27 年）に定められた方法 

JIS Z 8731「環境騒音の表示・測定方法」
及び「騒音に係る環境基準の評価マニュア
ル（道路に面する地域編）」（環境省、平成
27年）に定められた方法 

 

(2) 調査実施日 

騒音調査は、令和６年度において建設機械の稼働に伴う騒音に対する予測地点（調査地点）に

最も近接する場所で伐採工事が行われた令和７年３月 24日に実施した。 

 

  

図 4.2-2 調査実施状況 

(3) 調査結果 

建設機械の稼働に伴う騒音の調査結果は、表 4.2-2及び図 4.2-3に示すとおりである。 

調査地点における騒音レベルの 90％レンジの上端値（ LA5 ）は 48.8～51.8 デシベルの範囲に

あり、算術平均値で 51デシベルとなっていた。 

  

令和 7 年 3 月 24 日 令和 7 年 3 月 24 日 
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表 4.2-2 建設機械の稼働に伴う騒音の調査結果 

 

 

図 4.2-3 騒音レベルの時刻変動 

表 4.2-3 に示すとおり、環境影響評価書では「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関

する基準」を環境保全の目標としており、環境調査の結果は基準値を満足する結果となってい

る。 

また、環境影響評価書における予測結果に対しても下回る結果となっていた。 

表 4.2-3 環境影響評価書における建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果 

（単位：デシベル） 

予測地点 予測結果（LA5） 
環境保全 
目標値注） 

事業実施区域境界線上かつ近傍に住
居が存在する地点 

75 

85 
敷地境界最大地点（事業実施区域東
側敷地境界） 

84 

注）「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」を環境保全目標値とした。 

  

ＬAeq ＬA5 ＬA10 ＬA50 ＬA90 ＬA95 ＬAMax

8 : 00 ～ 9 : 00 47.6 51.8 50.8 46.4 40.4 38.5 56.2
9 : 00 ～ 10 : 00 45.9 50.7 49.5 43.9 39.3 38.2 57.5

10 : 00 ～ 11 : 00 43.8 49.0 47.4 41.4 36.6 35.8 55.7
11 : 00 ～ 12 : 00 46.4 50.6 49.4 44.8 41.2 40.0 57.8
12 : 00 ～ 13 : 00 47.4 51.8 50.5 45.9 42.8 42.2 56.9
13 : 00 ～ 14 : 00 46.8 51.2 49.9 45.4 41.6 40.6 58.0
14 : 00 ～ 15 : 00 45.6 50.3 49.1 43.6 39.6 38.9 58.0
15 : 00 ～ 16 : 00 45.2 50.6 48.7 42.5 38.5 37.7 55.7
16 : 00 ～ 17 : 00 42.8 48.8 46.9 39.3 36.3 35.8 52.6

－ 46 51 49 44 40 39 58
　※ＬAMaxは、時間帯内の最大値を示す
　※ＬAeqはエネルギー平均値、その他は算術平均値

時間帯別平均値
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図 4.2-1 騒音調査地点 

本図は電子地形図 25,000（国土地理院）を加工して作成 
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4.2.2 騒音に関する施設調査 

(1) 調査内容 

調査内容は表 4.2-4に示すとおりである。 

表 4.2-4 工事中の施設調査（騒音） 

項 目 内      容 

調査項目 工事中の以下の環境保全措置の実施状況  

・低騒音型建設機械の採用 
・建設機械の整備・点検 
・建設機械の取り扱いの教育・指導 

・工事関係車両の集中回避 
・工事関係車両の整備・点検 
・工事関係車両の運転の教育・指導 

調査時期 工事中の各年度 

調査場所 環境保全措置の実施範囲 

調査方法 工事関係資料及び現地調査により、環境保全措置の実施状況を確認する。 

 

(2) 調査結果 

施設調査の結果、工事中の環境保全措置として、低騒音型建設機械の採用、建設機械及び工事

関係車両の整備・点検、建設機械の取り扱い及び工事関係車両の運転の教育・指導、工事関係車

両の集中回避を実施している。 

  
低騒音型建設機械の採用 機械等の整備・点検 

  
建設機械の取り扱い等の教育・指導 工事関係車両の集中回避 

図 4.2-4 騒音に関する環境保全措置の実施状況 

4.2.3 騒音に関する調査結果の検討 

令和６年度に実施した環境調査の結果、環境影響評価書における環境保全の目標としていた「特

定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」の値を下回っていた。また、環境影響評価

書における予測結果に対しても下回る結果となっていた。 

また、施設調査では、工事中の環境保全措置が適切に実施されていることを確認した。 

以上より、事業者として可能な限り環境影響の回避・低減が図られていると考えられる。 

令和 7 年 3 月 12 日 令和 7 年 3 月 14 日 

令和 7 年 3 月 10 日 令和 7 年 3 月 21 日 
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4.3 振 動 

4.3.1 振動に関する環境調査 

(1) 調査内容 

調査内容は、表 4.3-1に示すとおりである。 

なお、振動については、前述のとおり、建設機械の稼働に伴う振動についての環境調査を実施

している。 

表 4.3-1 工事中の環境調査（振動） 

項 目 内      容 

調査項目 建設機械の稼働に伴う振動 

調査時期 建設機械の稼働に伴う影響が最大となる時期に１回 

調査場所 予測地点（事業実施区域境界線上かつ近傍に住居が存在する地点）：１地点（図 4.3-1 参
照） 

調査方法 JIS Z 8735「振動レベル測定方法」に定められた方法 

 

(2) 調査実施日 

振動調査は、令和６年度において建設機械の稼働に伴う振動に対する予測地点（調査地点）に

最も近接する場所で伐採工事が行われた令和７年３月 24日に実施した。 

 

  

図 4.3-2 調査実施状況 

(3) 調査結果 

建設機械の稼働に伴う振動の調査結果は、表 4.3-2に示すとおりである。 

調査地点における振動レベルの 80％レンジの上端値（ L10 ）は、すべての時間帯において 25

デシベル未満となっていた。 

  

令和 7 年 3 月 24 日 令和 7 年 3 月 24 日 
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表 4.3-2 建設機械の稼働に伴う振動の調査結果 

 

 

表 4.3-3 に示すとおり、環境影響評価書では「特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関

する基準」を環境保全の目標としており、環境調査の結果は基準値を満足する結果となってい

る。 

また、環境影響評価書における予測結果に対しても下回る結果となっていた。 

表 4.3-3 環境影響評価書における建設機械の稼働に伴う振動の予測結果 

（単位：デシベル） 

予測地点 予測結果（L10） 
環境保全 
目標値注） 

事業実施区域境界線上かつ近傍に住
居が存在する地点 

54 

75 
敷地境界最大地点（事業実施区域東
側敷地境界） 

75 

注）「特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準」を環境保全目標値とした。 

  

Ｌeq Ｌ5 Ｌ10 Ｌ50 Ｌ90 Ｌ95 ＬMax

8 : 00 ～ 9 : 00 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
9 : 00 ～ 10 : 00 <25 <25 <25 <25 <25 <25 25.4

10 : 00 ～ 11 : 00 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
11 : 00 ～ 12 : 00 <25 <25 <25 <25 <25 <25 25.3
12 : 00 ～ 13 : 00 <25 <25 <25 <25 <25 <25 25.4
13 : 00 ～ 14 : 00 <25 <25 <25 <25 <25 <25 25.3
14 : 00 ～ 15 : 00 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
15 : 00 ～ 16 : 00 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
16 : 00 ～ 17 : 00 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25

－ <25 <25 <25 <25 <25 <25 25.4
　※ＬMaxは、時間帯内の最大値を示す
　※Ｌeqはエネルギー平均値、その他は算術平均値

　※振動計の測定下限値（25dB）未満は<25と記載

時間帯別平均値

工事中

観　測
区分

振　動　レ　ベ　ル　[dB]
備考

時　間
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図 4.3-1 振動調査地点 

本図は電子地形図 25,000（国土地理院）を加工して作成 



 

4-11 

4.3.2 振動に関する施設調査 

(1) 調査内容 

調査内容は、表 4.3-4に示すとおりである。 

表 4.3-4 工事中の施設調査（振動） 

項 目 内      容 

調査項目 工事中の以下の環境保全措置の実施状況 

・低振動型建設機械の採用 

・建設機械の整備・点検 

・建設機械の取り扱いの教育・指導 

調査時期 工事中の各年度 

調査場所 環境保全措置の実施範囲 

調査方法 工事関係資料及び現地調査により、環境保全措置の実施状況を確認する。 

 

(2) 調査結果 

施設調査の結果、工事中の環境保全措置として、建設機械の整備・点検、建設機械の取り扱い

の教育・指導を実施している。なお、令和６年度において低振動型建設機械の使用はなかった。

ただし、今後も引き続き採用に向けた検討を行うこととしている。 

  
建設機械の整備・点検 建設機械の取り扱いの教育・指導 

図 4.3-3 振動に関する環境保全措置の実施状況 

4.3.3 振動に関する調査結果の検討 

令和６年度に実施した環境調査の結果、環境影響評価書における環境保全の目標としていた「特

定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準」の値を下回っていた。また、環境影響評価

書における予測結果に対しても下回る結果となっていた。 

また、施設調査では、低振動型建設機械の使用はなかったものの、引き続き採用に向けた検討を

行うこととしており、工事中の環境保全措置が概ね適切に実施されていることを確認した。 

以上より、事業者として可能な限り環境影響の回避・低減が図られていると考えられる。 

 

  

令和 7 年 3 月 14 日 令和 7 年 3 月 10 日 
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4.4 水 質 

4.4.1 水質に関する環境調査 

(1) 調査内容 

調査内容は、表 4.4-1に示すとおりである。 

なお、令和６年度は、濁水の発生が最大となる時期（土工事の最盛期）には該当しなかったた

めに環境調査は実施しておらず、今後実施する予定である。 

表 4.4-1 工事中の環境調査（水質） 

項 目 内      容 

調査項目 土工事に伴う濁水（浮遊物質量（SS）） 

調査時期 濁水の発生が最大となる時期（土工事の最盛期）に 1 回 

調査場所 予測地点（事業実施区域周辺の河川及びため池）：各 1地点（図 4.4-1参照） 

・木見川（川池流入前） 

・川池 

調査方法 「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号）等に
定められた方法 

 

(2) 調査実施日 

令和６年度に調査は実施しておらず、今後実施する予定である。 

 

(3) 調査結果 

令和６年度に調査は実施しておらず、今後実施する予定である。 
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図 4.4-1 水質調査地点 

本図は電子地形図 25,000（国土地理院）を加工して作成 
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4.4.2 水質に関する施設調査 

(1) 調査内容 

調査内容は、表 4.4-2に示すとおりである。 

表 4.4-2 工事中の施設調査（水質） 

項 目 内      容 

調査項目 工事中の以下の環境保全措置の実施状況 

・仮設沈砂池等の設置 

・造成箇所の早期転圧 

調査時期 工事中の各年度 

調査場所 環境保全措置の実施範囲 

調査方法 工事関係資料及び現地調査により、環境保全措置の実施状況を確認する。 

 

(2) 調査結果 

施設調査の結果、工事中の環境保全措置として、仮設沈砂池等の設置、造成箇所の早期転圧を

実施している。 

 

 

仮設沈砂池の設置 

 

 
造成箇所の早期転圧 

 

仮設沈砂池の設置位置 

 

図 4.4-2 水質に関する環境保全措置の実施状況 

 

  

令和 7 年 3 月 24 日 

令和 7 年 3 月 12 日 
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4.4.3 水質に関する調査結果の検討 

令和６年度は、濁水の発生が最大となる時期（土工事の最盛期）には該当しなかったために環境

調査は実施しておらず、今後実施する予定となっている。 

一方、令和６年度は施設調査を実施しており、工事中の環境保全措置が適切に実施されているこ

とを確認した。 

以上より、事業者として可能な限り環境影響の回避・低減が図られていると考えられる。 
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4.8 廃棄物等 

4.8.1 廃棄物等に関する施設調査 

(1) 調査内容 

調査内容は、表 4.8-1に示すとおりである。 

表 4.8-1 工事中の施設調査（廃棄物等） 

項 目 内      容 

調査項目 工事中の以下の環境保全措置の実施状況 

・伐採樹木の再資源化の促進 

・廃棄物の適正処理 

・残土の再利用 

・廃棄物の分別による再資源化等の促進 

調査時期 工事中の各年度 

調査場所 環境保全措置の実施範囲 

調査方法 工事関係資料及び現地調査により、環境保全措置の実施状況を確認する。 

 

(2) 調査結果 

施設調査の結果、工事中の環境保全措置としての伐採樹木の再資源化、廃棄物の適正処理、残

土の再利用及び廃棄物の分別による再資源化等の促進の実施状況は、以下に示すとおりである。 

伐採樹木の再資源化の促進については、表 4.8-2 に示すとおり、木くず（伐採木・除根）を再

資源化施設へ搬出することによって、再資源化率は約 99％となっている。廃棄物の適正処理に

ついては、表 4.8-2 に示すとおり、混合廃棄物を全て再資源化施設へ搬出して再分別することに

よって、再資源化率は 80％となっている。 

表 4.8-2 工事中の伐採樹木の再資源化、廃棄物の適正処理の実施状況 

種 別 
発生量 

（ｔ） 

再資源化率 

（％） 

再資源化量 

（ｔ） 

最終処分量 

（ｔ） 
再生利用の方法 

コンクリート塊 － － － － － 

アスファルト 

・コンクリート塊 
－ － － － － 

金属くず － － － － － 

木くず 

（伐採木・除根） 
761.6 98.8 752.2 9.4 

燃料、香料(チップ化後)、

肥料（炭化後） 

混合廃棄物 5.0 80.0 4.0 1.0 再資源化処理施設で再分別 
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残土の再利用については、表 4.8-3に示すとおり、切土量 34,870 ㎥に対し、盛土量 34,870㎥

であり、残土量 0㎥となっている。 

表 4.8-3 工事中の残土の再利用の実施状況 

切土量 

（ｍ3） 

盛土量 

（ｍ3） 

残土量 

（ｍ3） 

34,870 34,870 注 1) 0 

注1）事業実施区域内の仮置き土量を含む。 

 

また、廃棄物の分別による再資源化等の促進については、廃棄物の分別のためのコンテナを設

置し、再資源化を促進している。 

 

図 4.8-1 廃棄物の再資源化の促進に向けた廃棄物の分別の状況 

環境影響評価書における土工事・建設工事等による廃棄物の予測結果は、表 4.8-4 に示すとお

りであり、施設調査の結果は木くず（伐採木・除根）及び混合廃棄物共に、発生量は予測結果を

下回っており、再資源化率は予測結果を上回る結果となっている。 

表 4.8-4 環境影響評価書における土工事・建設工事等による廃棄物の予測結果 

 発生量 

（t） 

再資源化率 

（％） 

再資源化量 

（t） 

コンクリート塊 5,776 99.5 5,747 

アスファルト・コンクリート塊 5,363 99.6 5,341 

金属くず 52 96.4 50 

木くず（伐採木・除根） 4,744 83.1 3,942 

混合廃棄物 30,358 16.4 4,973 

注1）「平成30年度建設副産物実態調査 利用量・搬出先調査票」（平成30年度、国土交通省）を参

考に重量換算を行っている。 

注2）数字の単位未満は四捨五入してあるため、合計と内訳との数値が一致しない場合がある。 

  

令和 7 年 3 月 10 日 
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また、土工事・建設工事等による残土の予測結果は、表 4.8-5 に示すとおりであり、施設調査

の結果は、予測結果を下回る結果となっている。 

表 4.8-5 環境影響評価書における土工事・建設工事等による残土の予測結果 

切土量 

（ｍ3） 

盛土量 

（ｍ3） 

残土量 

（ｍ3） 

3,259,000 3,099,000 160,000 

 

4.8.2 廃棄物等に関する調査結果の検討 

施設調査では、工事中の環境保全措置が適切に実施されていることを確認した。 

以上より、事業者として可能な限り環境影響の回避・低減が図られていると考えられる。 
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4.9 地球温暖化 

4.9.1 地球温暖化に関する施設調査 

(1) 調査内容 

調査内容は、表 4.9-1に示すとおりである。 

表 4.9-1 工事中の施設調査（地球温暖化） 

項 目 内      容 

調査項目 工事中の以下の環境保全措置の実施状況 

・緑化の推進 

・低燃費型建設機械等の採用 

・建設機械の取り扱いの教育・指導 

・建設機械の整備・点検 

調査時期 工事中の各年度 

調査場所 環境保全措置の実施範囲 

調査方法 工事関係資料及び現地調査により、環境保全措置の実施状況を確認する。 

 

(2) 調査結果 

施設調査の結果、環境影響評価時から法面・緑地の確保による緑化が計画されており、変更さ

れていない。また、工事中の環境保全措置として、低燃費型建設機械の採用、建設機械の整備・

点検、建設機械の取り扱いの教育・指導を実施している。なお、令和６年度の低燃費型建設機械

の使用割合は 100％（低燃費型建設機械台数 39台／全建設機械台数 39台）となっている。 

 

   
低燃費型建設機械の採用 建設機械の整備・点検 建設機械の取り扱いの教育・指導 

図 4.9-1 地球温暖化に関する環境保全措置の実施状況 

4.9.2 地球温暖化に関する調査結果の検討 

施設調査では、工事中の環境保全措置が適切に実施されていることを確認した。 

以上より、事業者として可能な限り環境影響の回避・低減が図られていると考えられる。 

  

令和 7 年 3 月 12 日 令和 7 年 3 月 14 日 令和 7 年 3 月 10 日 
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4.10 その他（地域交通） 

4.10.1 その他（地域交通）に関する環境調査 

(1) 調査内容 

調査内容は、表 4.10-1 に示すとおりである。 

なお、令和６年度は、工事関係車両の走行に伴う影響が最大となる時期には該当しなかったた

めに調査は実施しておらず、今後実施する予定である。 

表 4.10-1 工事中の環境調査（地域交通） 

項 目 内      容 

調査項目 工事関係車両の走行に伴う地域交通 工事関係車両の走行に伴う歩行者等の安全 

調査時期 工事関係車両の走行に伴う影響が最大となる時期に 1回 

調査場所 予測地点（工事関係車両の走行ルー

トとして想定される主要交差点） 

：8 地点（図 4.10-1参照） 

・1 木幡駅南 ・2 木見西 

・3 木見 ・4 木見東 

・5 神戸西 IC北 ・6 神戸西 IC前 

・7 神戸西 IC南 ・8 布施畑南 

予測地点（工事関係車両の走行ルートの沿

道）（図 4.10-1参照） 

調査方法 現地調査により、主要交差点の道路

状況、自動車交通量、歩行者・自転車交

通量及び交通混雑の状況（滞留長及

び渋滞長）を把握する。 

現地調査により、工事関係車両の走行ルート

沿道における安全対策の状況を目視確認す

る。 

 

(2) 調査実施日 

令和６年度に調査は実施しておらず、今後実施する予定である。 

 

(3) 調査結果 

令和６年度に調査は実施しておらず、今後実施する予定である。 
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図 4.10-1 その他（地域交通）調査地点 

本図は電子地形図 25,000（国土地理院）を加工して作成 
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4.10.2 その他（地域交通）に関する施設調査 

(1) 調査内容 

調査内容は、表 4.10-2 に示すとおりである。 

表 4.10-2 工事中の施設調査（地域交通） 

項 目 内      容 

調査項目 工事中の以下の環境保全措置の実施状況 

 ・工事関係車両の集中回避 

・走行時間帯の管理 

・通勤車両の抑制 

・一部走行ルートの限定 

・工事関係車両の走行ルート及び走行時間の厳守 

・工事関係車両の運転の教育・指導 

・交通誘導員による工事関係車両等の誘導 

・工事計画の周知徹底 

調査時期 工事中の各年度 

調査場所 環境保全措置の実施範囲 

調査方法 工事関係資料及び現地調査により、環境保全措置の実施状況を確認する。 

 

(2) 調査結果 

施設調査の結果、工事中の環境保全措置として、工事関係車両の集中回避や走行時間帯の管

理、通勤車両の抑制、一部走行ルートの限定、工事関係車両の走行ルート及び走行時間の厳守の

ためのルール化を行い、工事関係者が確認できる位置に掲示している。 

また、工事関係車両の運転の教育・指導を行うとともに、交通誘導員による工事関係車両等の

誘導も工事実施区域入り口において実施している。 

さらに、地域住民に対しての工事計画の周知徹底も実施している。 

なお、令和６年度の工事関係車両の走行台数のピークは２つある施工区域でそれぞれ令和７年

年３月 11 日の 25 台／日及び３月８日の 20 台／日であり、それぞれのピークを合せても 50台／

日未満（平均約６台／時未満）となっている。 

  
工事関係車両の走行に関するルールの周知 工事関係車両の運転の教育・指導 

  

  
交通誘導員による工事関係車両等の誘導 地域住民への工事計画の周知徹底 

図 4.10-2 その他（地域交通）に関する環境保全措置の実施状況 

令和 7 年 3 月 13 日 令和 7 年 3 月 14 日 

令和 7 年 3 月 10 日 令和 7 年 3 月 21 日 
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環境影響評価書において工事関係車両の走行に伴う地域交通の予測に用いた交通量は、表

4.10-3 に示すとおりであり、令和６年度のピーク台数は 50 台／日未満（平均約６台／時未満）

であり、予測条件を下回っている。 

表 4.10-3 環境影響評価書における工事関係車両の走行に伴う地域交通の予測に用いた交通量 

番号 予測地点 
工事中 

ピーク時間帯 

工事中の 
一般交通量注） 

工事関係車両の 
1時間あたりの台数 

大型車 小型車 大型車 小型車 

1 木幡駅南 7時30分～8時30分 114台 1,447台 48台 29台 

2 木見西 8時～9時 238台 1,676台 50台 0台 

3 木見 7時30分～8時30分 111台 1,397台 37台 23台 

4 木見東 7時30分～8時30分 345台 2,376台 85台 52台 

5 神戸西IC北 7時30分～8時30分 367台 2,285台 85台 52台 

6 神戸西IC前 7時30分～8時30分 332台 2,295台 85台 52台 

7 神戸西IC南 7時30分～8時30分 163台 2,333台 85台 52台 

8 布施畑南 7時30分～8時30分 283台 2,627台 46台 29台 

注）工事中の一般交通量は、工事中ピーク時間帯における流入交通量を示す。 

 

4.10.3 その他（地域交通）に関する調査結果の検討 

令和６年度は、工事関係車両の走行に伴う影響が最大となる時期には該当しなかったために環

境調査は実施しておらず、今後実施する予定となっている。 

一方、令和６年度は施設調査を実施しており、工事中の環境保全措置が適切に実施されている

ことを確認した。 

以上より、事業者として可能な限り環境影響の回避・低減が図られていると考えられる。 
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５．事後調査実施体制 

5.1 事業者 

事業者の名称：神戸市 

事業者の住所：兵庫県神戸市中央区加納町 6-5-1 

代表者の氏名：神戸市長 久元 喜造 

 

5.2 調査実施機関 

名    称：パシフィックコンサルタンツ株式会社 大阪本社 

所  在  地：大阪府大阪市北区堂島浜一丁目 2 番 1 号 

代表者の氏名：上席執行役員 本社長 藤井 久矢 

 

名    称：中央復建コンサルタンツ株式会社 

所  在  地：大阪府大阪市東淀川区東中島四丁目 11番 10 号 

代表者の氏名：代表取締役社長 白水 靖郎 
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６．その他 

6.1．苦情等の発生状況及びその措置 

令和６年度の工事期間中においては、対象事業に関する苦情等の発生はなかった。 

 

6.2．参考文献等 

「（仮称）西神戸ゴルフ場を転活用した産業団地整備事業に係る環境影響評価書」 

（令和 5年 12月 神戸市） 

「（仮称）西神戸ゴルフ場を転活用した産業団地整備事業 事後調査計画書」 

（令和 6年 3月 神戸市） 

「西神戸地区産業団地整備計画検討業務 報告書」 

（令和 6年 3月 大日本コンサルタント・アワジテック共同企業体） 

「令和６年度 西神戸ゴルフ場の転活用に係る環境影響評価事後調査業務 その１ 報告書」 

（令和 6年 7月 パシフィックコンサルタンツ株式会社） 


	（仮称）西神戸ゴルフ場を転活用した 産業団地整備事業
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